
企 画 総 務 委 員 会 

令和元年９月２４日 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
    
 （趣旨） 

第１条 〔略〕 

２ 幼稚園教育職員（教育公務員特例法（昭

和２４年法律第１号）第２条第１項に規定

する教育公務員（区立幼稚園の園長、副園 

 長、教諭及び養護教諭に限る。）をいう。）

 の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別

に条例で定める。 

 （年次有給休暇） 

第１３条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 法第２２条の３第１項の規定により臨時

的に任用された職員及び地方公務員の育児

休業等に関する法律第６条第１項第２号の

規定により臨時的に任用された職員（常時

勤務を要するものに限る。）の任用期間中

の年次有給休暇は、第１項及び第２項の規 

 定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、

 墨田区規則で定める。 

 （特別休暇） 

第１５条 任命権者は、職員が選挙権の行使、

 結婚、出産その他の特別の事由により、勤

務しないことが相当である場合における休

暇（以下「特別休暇」という。）として、

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める休暇を承認するものとする。 

 

 

 

 

 

 ⑴ 法第２２条の３第１項の規定により臨

時的に任用された職員及び地方公務員の

育児休業等に関する法律第６条第１項第

２号の規定により臨時的に任用された職

員（常時勤務を要するものに限る。） 

公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠

症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦

通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育

児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害

 〔同左〕 

第１条 〔略〕 

２ 幼稚園教育職員（教育公務員特例法（昭

和２４年法律第１号）第２条第１項に規定

する教育公務員（区立幼稚園の園長並びに

副園長、教諭及び養護教諭に限る。）をい

う。）の勤務時間、休日、休暇等に関して

は、別に条例で定める。 

 〔同左〕 

第１３条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 〔同左〕 

第１５条 任命権者は、職員が選挙権の行使、

 結婚、出産その他の特別の事由により、勤

務しないことが相当である場合における休

暇（以下「特別休暇」という。）として、

公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症

状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤

時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加

休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏

季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ

休暇、子の看護のための休暇及び短期の介

護休暇を承認するものとする。 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子

の看護のための休暇及び短期の介護休暇 

 ⑵ 前号以外の職員 公民権行使等休暇、

妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子 

  保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、

  出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、

  慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラン

ティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護のための休暇及び短期の介護休暇 

２ 〔略〕 

 （育児休業に伴う臨時的任用職員等に対す

る特例） 

第１８条 地方公務員の育児休業等に関する

法律第６条第１項第２号の規定により臨時

的に任用される職員（常時勤務を要するも

のを除く。）の勤務時間、休日、休暇等に

関しては、人事委員会の承認を得て、任命

権者が定める。 

２ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除

く。）の勤務時間、休日、休暇等に関して

は、第２条から前条までの規定にかかわら

ず、その職務の性質等を考慮し、人事委員

会の承認を得て、墨田区規則で定める。 

 

 

   〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

２ 〔略〕 

 （臨時職員に対する特例） 

 

第１８条 臨時的に任用される職員の勤務時

間、休日、休暇等に関しては、人事委員会

の承認を得て、任命権者が定める。 

 

 

 

  〔新設〕 

 

 

 

   

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


